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補助金に係る消費税及び地方消費税の 

仕入控除税額の報告マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１１月 

東京都福祉保健局障害者施策推進部 

 

 

☆この手引きは、令和２年度に「令和２年度東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）」

にて補助を受けた事業者が消費税の仕入控除税額の報告を行うためのものです。他補助金に関することは、

それぞれの補助金の交付事務を行った部署にお問い合わせください。 

 

☆消費税や仕入控除税額等について 

・詳しい内容については、 国税庁の HP（http://www.nta.go.jp）をご確認ください。 

・申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、上記HP に掲載されている「税についての

相談窓口」（国税局電話相談センター等）までお問い合わせください。 
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１ 消費税の仕組み 

  消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、最終的には

消費者が負担しますが、納税義務者である事業者が納めます。  

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流

通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています（仕入

税額控除制度）。 

 

（１）消費税の負担と納付の流れ 

 

出所：令和２年６月「消費税のあらまし」（国税庁） 

（２）仕入税額控除制度 

  消費税の仕入税額控除は、仕入控除の対象とならない事業者（免税事業者等）でない限り、課税対象消費税

額（預かり消費税）から期間中に支払った消費税額（支払い消費税）を消費税の確定申告により控除できる制

度です。 

  例えば、上図における「小売業者」の場合、預かり消費税（売上げに含まれる消費税）の 

１０，０００円から、支払い消費税（仕入れに含まれる消費税）の７，０００円を控除した、３，０００円が、

消費税の納付額となります。 

 

 

２ 補助事業完了後の仕入控除税額の報告及び補助金返還の義務 

補助対象事業者が補助事業において支払った経費に含まれる消費税は、その全部又は一部が支払い消費税

（仕入れに含まれる消費税）として控除されるため、当該消費税額について事業者は実質的に負担していない

ことになります。 

そのため、補助金に係る消費税について仕入税額控除を受けたときは、その控除額に含まれる補助金額を都

に返還しなければなりません。 

この点について、補助金交付要綱で、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税について仕入税額控除が確定した場合、東京都に報告する旨を定めています。 

消費税納付額

（例）３，０００円

預かり消費税
(売上げに含まれる消費税)

（例）１０，０００円

支払い消費税
(仕入れに含まれる消費税)

（例）７，０００円
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※ 以下、「消費税及び地方消費税」は「消費税等」、「東京都」は「都」と記載 

 

３ 仕入控除税額の報告及び返還について 

（１）報告の対象事業者 

本補助金の交付を受けた全ての事業者 

   

※ 仕入税額控除が０円の場合も、都への報告は必要です。 

※ 仕入税額控除を受けた場合は、都への報告後、控除額に含まれる補助金額について、都への返還が必要

となります。 

※ 実績報告書未提出の事業者については早急に都担当者までご提出ください。 

 

（２）提出期限 

令和３年１２月２８日（火曜日） 

 

（３）報告様式のダウンロード 

東京都障害者サービス情報（以下の URL）からダウンロードしてください。 

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=102-009 

 

（４）報告様式の提出 

 今回報告様式は電子データにて提出いただきます。 

以下のURLから報告様式（添付書類が必要な場合は添付書類を含む。）をデータにて提出してください。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1634641336221 

 

以下、２点を必ず提出いただく必要があります。 

①報告書（押印不要） 

②消費税及び地方消費税の確定申告書（PDF データ等）及び以下の添付資料 

 

※ただし「消費税の確定申告義務がない」場合は、②確定申告書及び添付資料の提出は必要ございません。 

【添付書類】 

ア「付表２ 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」 

イ「特定収入割合（特定収入の合計額／資産の譲渡対価の合計額＋特定収入の合計額）の計算書」 

※以下の理由により返還額が「０」となる場合は、添付書類が追加で必要となります。 

①「簡易課税方式により申告している」場合は、付表５（控除対象仕入税額の計算表）をご提出ください。 

②「社会福祉法人等で特定収入割合が５％を超えている」場合は、特定収入割合の計算過程が分かる書類をご

提出ください。 

③「個別対応方式において、「非課税売上にのみ要するもの」として申告している」を選択した場合は、付表２

－３（課税売上割合・控除対象税額仕入税額等の計算表）」をご提出ください。 

 

（５）問合せ 

ア 報告書作成方法等に関するお問合せ 

 以下の問い合わせ受付フォームよりお問合せください。電話での問合せは対応しかねます。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1634783868362 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1634641336221
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1634783868362
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 イ 消費税の制度に関するお問合せ 

東京都では回答いたしかねます。国税庁等にお問合せください。 

 

４ 報告様式の作成方法 

以下のフロー図により返還額の有無と作成方法をご確認ください。報告書の提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下（１）から（７）のいずれかに該当しますか 

（１）消費税の確定申告義務がない。 

（２）簡易課税方式により申告している。 

 ※上記を確認できる消費税及び地方消費税の確定申告書の付表５（控除対象仕入税額の計算表）の写しを添付してください。 

（３）公益法人等で特定収入割合が５％を超えている。※特定収入割合の計算過程が分かる書類を添付してください。 

（４）補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、「非課税売上に要するもの」として申告してい

る。 

（５）補助対象経費が、人件費等の非課税仕入のみである。 

（６）消費税を補助対象経費として申請していない。 

（７）慰労金もしくは個別再開支援事業のみの申請である。 

チェック項目① 返還の発生有無の確認 

決算月が３月である 

STEP１、 

STEP３（PART１、３） 

STEP１、 

STEP３（PART１、２、３） 

YES NO 

YES NO 

 

作成後「【共通】別紙様式２_返還額算定基礎シート」の「◎補助金に係る仕入控除額

（返還額）」に１円以上の額が表示されていますか。 

 

チェック項目② 返還額の算定 

作成後、「【共通】別紙様式２_返還額算定基礎シート」の「◎補助金に

係る仕入れ控除額（返還額）」に返還額が表示されます。 

後日納付書をお送りしますので、期日を確認の上、納付してください。 

報告書に誤りがなければ、報

告書を都で受理するのみで

通知等は発出しません。 

NO YES 

 

STEP１，２ 
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【参考】①及び②をお手元にご用意ください。 

①：都へ提出済みの実績報告書「申請書」シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第３号様式

　　令和 年 月 日

殿

（法人名）

（役職・代表者名）

令和 年 月 日付２福保障地第 号により交付決定を受けた標記の補助金

について、下記の通り報告いたします。

千円

（内訳）
千円
千円
千円
千円
千円

（添付書類）

１　事業所・施設別実績報告額一覧（様式１）
２　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実績報告書

（事業所単位）（様式２）
３　障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（様式３）

2-1．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業（多機能型簡易居室分を除く）

2-1．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業（多機能型簡易居室分に限る）

3．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への 再開支援への助成事業

4．在宅サービス事業所、計画相談支援及び障害児相談支援事業所における環境整備への助成事業

　　令和２年度東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）
　　に係る実績報告書の提出について

　　補助金所要額　：　

1．障害福祉慰労金事業

東京都知事

【法人情報】
法人名

法人所在地

代表者名

【担当者情報】
所属
氏名
電話番号
メールアドレス
作成日 令和 年 月 日

【補助金情報】
交付決定番号
補助金額
　①慰労金合計
　　①-１慰労金（5万円・20万円）
　　①-２振込手数料
　②感染症対策経費（多機能型簡易居室含む）

　③個別再開支援
　④再開環境整備

03－○○○○ー○○○○

社会福祉法人都庁会

東京都新宿区西新宿２－８－１

都庁　太郎

経理担当
都庁　花子

10,000
10,000

tocho@tokyo.jp

1,178,000
1,010,000
1,000,000

10,000
148,000

711福保障地

 

〇本項目は全ての法人において作業が必要になります。 

〇以下に従って、漏れなく入力してください。 

オレンジのセルを漏れなく入力してください。 

STEP１ 「【基本情報入力】」シートの作成 

 

法人格から記入してください。 

 
返還が生じる場合、記載の住所に納付

書をお送りします。 

 

報告書に修正が必要な場合、記載の連絡先

に都より連絡する場合がございます。 

 

都へ提出済みの実績報告書を基に記載し

ます。 

下記【参考】をご確認の上、該当欄に数字

を転記してください。 

 

「１．障害福祉慰労金事業」 

⇒この欄は「職員への慰労金（５万円又は 20 万円）」と「慰労

金支払時の振込手数料」（千円単位切捨）の合計です。 

今回報告様式の 

「①－１慰労金（５万円・20 万円）」、「①－２振込手数料」に

分けて、それぞれ入力してください。 

 

「２．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援」 

⇒２－１と２－２の合計を「②感染症対策経費」に転記してく

ださい。 

 

「３．在宅サービス事業所による環境整備への助成事業」 

⇒「③個別再開支援」に転記してください。 

 

「４．在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」 

⇒「④再開環境整備」に転記してください。 

 

「様式第 3 号」と記載されていますか？ 

NG：様式第 1 号 

交付決定番号に転記してください。 
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②：都より既に送付している額の確定通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書の「補助金額」と突合しているか

確認してください。 

不一致の場合には、お手元の実績報告書

に修正が生じている可能性があります

ので、今一度ご確認下さい。 

 



- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本項目はマニュアル５ページのチェック項目１で「YES」を選択した法人のみ作業が必要となります。 

 

オレンジのセルのうち一つを選択してください。 

STEP２ 「返還がない理由」の選択 

 

各法人の決算状況及び消費税の確定申告等の

状況に応じて、該当する選択肢を一つだけ選ん

でください。 

なお、各選択肢の詳細は次ページに記載のとお

りです。 

 

３に該当する法人においては※にあるとおり、

特定収入割合の計算過程がわかる書類の提出

が必要になります。 

本事業の対象期間は令和２年４月１日から令

和３年３月３１日までとなります。当該年度中

に法人の会計年度をまたぐ場合には、複数会計

年度分を提出いただく必要があります。 

入力内容に漏れや誤りがある場合には「（！！！入力エラー）！！！」から始まるエラーメッセージが表示されます。エラ

ーメッセージが表示されなくなるまで、以下のとおり報告書の修正等を実施してください。 

 

【「返還額がない理由は１から７までの一つのみを選択してください。」と表示されるとき】 

１から７までの選択肢が選択されていない場合、もしくは二つ以上選択されている場合表示されます。該当する選択肢を

一つのみ選択しなおしてください。 

 

【「貴法人は選択肢７には該当しません。」と表示されるとき】 

「基本情報入力」シートで障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業（振込手数料を除

く。）及び在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への再開支援への助成事業以外の補助金額

を入力いただいているため、選択肢７には該当しません。「基本情報入力」シートが誤って入力されている場合には、当該

シートを修正してください。 
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【選択肢１】消費税の確定申告の義務がない。 

原則、基準期間の課税売上高が 1,000 万円を超える場合に確定申告が必要となります。（国税庁

HP）確定申告が必要な場合に該当していない場合のみ、１を選択できます。制度に関しては国税庁

までお問合せください。 

 

【選択肢２】簡易課税方式により申告している。 

マニュアルＰ２３に記載の「参考項目４」に該当する場合のみ、２を選択できます。 

 

【選択肢３】公益法人等で特定収入割合が５％を超えている。 

「公益法人等」とは消費税法別表第３に掲げる、一般社団法人、社会福祉法人、公益財団法人、公 

益社団法人等の事業者をいう。 

特定収入については国税庁 HP を御確認ください。制度に関しては国税庁までお問合せください。 

 

【選択肢４】補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告 

している。 

以下、２点を満たす場合に該当します。 

①マニュアルＰ２１に記載の「参考項目１」において「個別対応方式」を選択している 

②今回補助金を充当した費用（備品購入費等）が非課税売上にのみ要するものである。 

 

【選択肢５】補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。 

非課税取引については、国税庁HP を御確認ください。制度に関しては国税庁までお問合せくださ

い。 

 

【選択肢６】消費税を補助対象経費として申請していない。 

今回補助金で消費税分の金額を受領していない場合には該当します。 

 

【選択肢７】障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業※もしくは在宅サービ

ス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への再開支援への助成事業のみの申請であ

る。 

※障害福祉サービス事業所・施設等が慰労金を支払う際に生じた手数料の申請を行っている場合には、 

本選択肢に該当しない。 

マニュアルＰ６で作成した「基本情報」シートにおいて、「①-1 慰労金（5 万円・20万円）」及び 

「③個別再開支援」にのみ金額が入力されている場合のみ、選択することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/16/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
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〇本項目は５ページのチェック項目②の（１）から（３）までに該当する法人が該当になります。 

〇なお、決算月が３月以外の法人については、PART１及び PART２に記載のとおり２つのシートを作成い

ただく必要があります。 

記載した課税期間において該当するものを①

から③から選択してください。 

詳細はＰ２１の「参考項目１」をご確認くだ

さい。 

オレンジのセルを漏れなく入力

してください。 

記載した課税期間の確定申告の写しをもとに

該当の金額を転記してください。 

詳細はＰ２２の「参考項目３」をご確認くだ

さい。 

 

STEP３ 「別紙様式２ 返還額算定基礎シート」の作成（PART1） 

 

〇決算月が３月の場合 

「令和２年４月１日」～「令和３年３月３１日」

と入力してください。 

 

〇決算月が３月以外の場合 

本事業の対象期間（令和２年４月１日から令和

３年３月３１日まで）に属する二つの決算期間

のうち、早い期間を記入してください。 

（例） 

法人決算月１２月の場合 

⇒本事業の対象期間に属する決算期間は、①

「令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日」及び②「令和３年１月１日から令和３年１

２月３１日」です。そのため、早い期間である

①を記載いただきます。 

 

①から④までの４つの補助金ごとに、その活用用途に応じて「課税売上

対応分」、「非課税売上対応分」、「共通対応分」、「非課税仕入（人件費等）」

に分類してください。法人ごとの決算状況により分類いただくため、東

京都では分類に関する問合せに回答しかねます。 
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〇本項目は５ページのチェック項目②の（１）から（３）までに該当する法人が該当になります。 

〇また、決算月が３月の法人については「【１】課税期間」のみの作成で作業が完了しております。下記「【２】

課税期間」は作成不要となります。 

オレンジのセルを漏れなく入力

してください。 

STEP３ 「別紙様式２ 返還額算定基礎シート」の作成（PART２） 

 

〇決算月が３月の場合 

本資料の作成は不要です。 

〇決算月が３月以外の場合 

本事業の対象期間（令和２年４月１日から令和

３年３月３１日まで）に属する二つ以上の決算

期間のうち、遅い期間を記入してください。 

※合併等により、本事業の対処期間に属する決

算期間が三つ以上ある場合には、別途ご相談く

ださい。 

（例） 

法人決算月１２月の場合 

⇒本事業の対象期間に属する決算期間は、①

「令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日」及び②「令和３年１月１日から令和３年１

２月３１日」です。そのため、遅い期間である

②を記載いただきます。 

 

記載した課税期間において該当するものを①

から③から選択してください。 

詳細はＰ２１の「参考項目１」をご確認くだ

さい。 

記載した課税期間の確定申告の写しをもとに

該当の金額を転記してください。 

詳細はＰ２２の「参考項目３」をご確認くだ

さい。 

 

①から④までの４つの補助金ごとに、その活用用途に応じて「課税売上

対応分」、「非課税売上対応分」、「共通対応分」、「非課税仕入（人件費等）」

に分類してください。法人ごとの決算状況により分類いただくため、東

京都では分類に関する問合せに回答しかねます。 
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別紙様式2-1①

（１）課税売上割合

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

※課税売上割合は、端数処理を行わないでください。

（２）補助金に係る仕入控除税額

・ ・
・ ・
・ ・

・
・
・

・ ・
・ ・
・ ・

・ ・・ ・・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

※1 課税期間【1】と課税期間【2】に要した補助対象経費をもとに按分

※2 返還額は、円未満を切り捨ててください。

#DIV/0!

10/110 Ｂ１

A（＝A１+A2） B（＝B1+B2)
補助金に係る仕入控除税額

（課税期間【1】における）
（返還額※2）

#DIV/0!10/1100 #DIV/0!

共通対応分（８％）
（課税期間【1】における）

課税売上割合
（課税期間【1】におけ

る）

８/108 Ｂ２

#DIV/0!

補助金確定額（※1）
課税期間【1】に要した

補助対象経費 補助金確定額

0.000 #DIV/0!

令和２年度東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）に係る仕入控除税額積算資料

◎課税売上高が５億円超、又は課税売上割合が９５％未満の法人であって、個別対応方式により消費税の
申告を行っている場合

A１

課税売上割合

付表２「消費税等の確定申告書
における課税売上割合・控除対

象仕入税額等の計算表」の④／
⑦

資産の譲渡等
の対価の額

付表２「消費税等の確定申告書にお

ける課税売上割合・控除対象仕入税
額等の計算表」の⑦の額

課税資産の譲渡等
の対価の額

付表２「消費税等の確定申告書における課

税売上割合・控除対象税額等の計算表」
の④の額

#DIV/0!00

課税売上対応分
（10％）

（課税期間【1】における）

10/110

　【１】課税期間　： ～

課税期間【１】の積算資料として、こちらのシートを提出してください。

８/108 #DIV/0!

課税売上対応分（８％）
（課税期間【1】における）

８/108

８/108 A２

0.000

10/110 0.000

共通対応分（10％）
（課税期間【1】における）

課税売上割合
（課税期間【1】におけ

る）

0

STEP３の「（３）補助金の使途（補助対象経費）の

内訳」のうち、課税売上対応分に含まれる軽減税率が

適用されている物品等に要した経費はこちらに税込で

入力してください。 

入力した金額は「課税売上対応分（10％）（課税期間

【１】における）」から自動で差し引かれます。 

STEP３の「（３）補助金の使途（補助対象経費）の

内訳」のうち、共通対応分に含まれる軽減税率が適用

されている物品等に要した経費はこちらに税込で入力

してください。 

入力した金額は「課税売上対応分（10％）（課税期間

【１】における）」から自動で差し引かれます。 

返還額が自動算出されます。必ずご確認ください。 

必要に応じて、課税期間【２】分も下記同様に作成してください。 

必要に応じて、オレンジのセルを入力してください。 

 

〇本項目は P５のチェック項目②の（１）から（３）までに該当する法人のうち、補助金を用いて軽減税率

（８％）が適用される物品等を購入している法人が対象となります。 

〇STEP３の計算は本則（10％）適用を前提として自動計算されます。以下の作業を実施しない場合は、返

還額が高く算定される場合がございますので、御注意ください。 

【参考】補助金を用いて軽減税率（8％）適用の物品等を購入した場合 
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別紙様式2-2①

（１）課税売上割合

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

※課税売上割合は、端数処理を行わないでください。

（２）補助金に係る仕入控除税額

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

※1 課税期間【1】と課税期間【2】に要した補助金確定額をもとに按分

※1 返還額は、円未満を切り捨ててください。

補助金確定額（※1）
課税期間【1】に要した

補助対象経費 補助金確定額

0 #DIV/0! 10/110

#DIV/0! ８/108

#DIV/0! #DIV/0!

課税仕入等分
（８％）

（課税期間【1】における）

課税売上割合 ８/108

令和２年度東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）に係る仕入控除税額積算資料

課税資産の譲渡等
の対価の額

付表２「消費税等の確定申告書における
課税売上割合・控除対象税額等の計算

表」の④の額

資産の譲渡等
の対価の額

付表２「消費税等の確定申告書にお
ける課税売上割合・控除対象仕入税

額等の計算表」の⑦の額

課税売上割合

付表２「消費税等の確定申告書

における課税売上割合・控除対
象仕入税額等の計算表」の④／

⑦

◎課税売上高が５億円超、又は課税売上割合が９５％未満の法人であって、一括比例配分方式により消
費税の申告を行っている場合

こちらのシートは、提出不要です。

　【１】課税期間　： ～

返還額① 返還額②
補助金に係る仕入控除税額

（課税期間【1】における）
（返還額※２）

0 0 #DIV/0!

課税仕入等分
（10％）

（課税期間【1】における）

課税売上割合 10/110

#DIV/0!

補助金に係る仕入控
除税額

（課税期間【1】における）

（返還額①）

#DIV/0!

補助金に係る仕入控
除税額

（課税期間【1】における）

（返還額②）

#DIV/0!

〇STEP３の「（１）算出方法」で②を選択した場合 

 

返還額が自動算出されます。必ずご確認ください。 

STEP３の「（３）補助金の使途（補助対象経費）の

内訳」のうち、課税仕入等分に含まれる軽減税率が適

用されている物品等に要した経費はこちらに税込で入

力してください。 

入力した金額は「課税売上対応分（10％）（課税期間

【１】における）」から自動で差し引かれます。 

必要に応じて、課税期間【２】分も下記同様に作成してください。 

必要に応じて、オレンジのセルを入力してください。 
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別紙様式2-3①

（１）課税売上割合

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

※課税売上割合は、端数処理を行わないでください。

（２）補助金に係る仕入控除税額

・ ・
・ ・
・ ・

・ ・
・ ・
・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

※1 課税期間【1】と課税期間【2】に要した補助金確定額をもとに按分

※2 返還額は、円未満を切り捨ててください。

補助金確定額（※1）
課税期間【1】に要した

補助対象経費 補助金確定額

0 0

0 10/110 0

課税仕入等分（10％）
（課税期間【１】におけ

る）
10/110

補助金に係る仕入控除税額
（課税期間【１】における）

（返還額①※2）

課税仕入等分（８％）
（課税期間【１】におけ

る）
8/108

補助金に係る仕入控除税額
（課税期間【1】における）

（返還額②※2）

8/108

#DIV/0!

令和２年度東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）に係る仕入控除税額積算資料

課税資産の譲渡等
の対価の額

付表２「消費税等の確定申告書にお

ける課税売上割合・控除対象税額等

の計算表」の④の額

資産の譲渡等
の対価の額

付表２「消費税等の確定申告書にお

ける課税売上割合・控除対象仕入税

額等の計算表」の⑦の額

課税売上割合

付表２「消費税等の確定申告書

における課税売上割合・控除対

象仕入税額等の計算表」の④／

⑦

◎課税売上高が５億円以下、かつ課税売上割合が９５％以上の場合

こちらのシートは、提出不要です。

　【１】課税期間　： ～

0

返還額① 返還額②
補助金に係る仕入控除税額

（課税期間【1】における）
（返還額※１）

0.000 0.000 0

〇STEP３の「（１）算出方法」で③を選択した場合 

 

必要に応じて、課税期間【２】分も下記同様に作成してください。 

STEP３の「（３）補助金の使途（補助対象経費）の

内訳」のうち、課税仕入等分に含まれる軽減税率が適

用されている物品等に要した経費はこちらに税込で入

力してください。 

入力した金額は「課税売上対応分（10％）（課税期間

【１】における）」から自動で差し引かれます。 

返還額が自動算出されます。必ずご確認ください。 

必要に応じて、オレンジのセルを入力してください。 
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◎補助金に係る仕入控除額（返還額）について

補助金に係る
仕入控除税額

（返還額）（※3）
15,272

（！！！入力エラー！！！） 【１】（３）及び【２】（３）の合計額が「基本情報入力シート」【補助金額】と
一致していません。

※３ 記入いただいた内容に誤りがないか必ずご確認ください。修正が必要な場合には東京都担当者より連
絡する場合がございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本項目は５ページのチェック項目②の（１）から（３）までに該当する法人が該当になります。 

〇ここまでで記入いただいた内容をもとに返還額が自動計算されます。返還金額は必ずご確認ください。 

入力いただいた内容をもとに返還額が掲載さ

れます。計算については以下「参考」の式にて

計算されます。 

なお、「（１）算出方法について」で選択する内

容によって異なります。 

①⇒別紙様式２-１ 

②⇒別紙様式２-２ 

③⇒別紙様式２-３  

にて計算過程を確認できます。 

 

入力内容に漏れや誤りがある場合には「（！！！入力エラー）！！！」から始まるエラーメッセージが表示されます。エ

ラーメッセージが表示されなくなるまで、以下のとおり報告書の修正等を実施してください。 

 

【【１】（３）及び【２】（３）の合計額が「基本情報入力シート」【補助金額】と一致していません。」と表示されると

き】 

「基本情報入力シート」補助金額（B16 セル）と「【共通】別紙様式２_返還額算定基礎シート」【1】（３）の合計金額

（AS44 から AS48 セル）及び【2】（３）の合計金額（AS83 から AS88 セル）の合計額が一致していないため、

エラーが発生しております。本マニュアルの STEP1 と STEP３を再度ご確認ください。 

 

【【１】（２）又は【２】（２）に空欄があります。消費税等の確定申告書の該当箇所より漏れなく転記してください。】 

「課税資産の譲渡等の対価の額」と「資産の譲渡等の対価の額」に空欄の箇所があります。消費税の確定申告書の該当

箇所にある金額を転記してください。 

 

【１】（１）又は【２】（１）に空欄があります。消費税等の確定申告書を参照し、該当の番号を選択してください。 

算出方法の選択欄に空欄の箇所があります。消費税の確定申告書を参照し、該当の番号を選択してください。 

STEP３ 「別紙様式２ 返還額算定基礎シート」における返還額の確認（PART３） 
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【参考】返還額の計算方法（「（１）算出方法について」の選択肢（①から③まで）により計算方法が異なります。） 

 

①課税売上高が５億円超、または、課税売上割合が９５％未満であって、「個別対応方式」 

を採用している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②課税売上高が５億円超、または、課税売上割合が９５％未満であって、「一括比例配分方式」を採用してい

る場合   

 

 

 

 

③課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が９５％以上の場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

１１０ 
返還額 課税仕入額 

１０ 

１１０ 

１０ 

１１０ 

 

 

返還額 A の返還額 B の返還額 

A 課税売上対応分 

B 
共通対応分 課税売上割合 

１０ 

１１０ 

 返還額 課税仕入額 課税売上割合 
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（１）受付フォーム専用ホームページを開いてください。 

   URLはこちらをクリック 

（東京都福祉保健局＞障害者＞新型コロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）＞新型コロナウイルス緊

急包括支援事業（障害分）） 

 

（２）法人担当者等基本情報の入力 

 

 

 

報告書の提出は、交付申請や額の確定と同様、専用の提出フォームにてご提出いただく必要があります。

以下では、報告書提出にあたって確認が必要となるポイントについて説明します。 

※報告書の法人印押印は不要であるため、専用受付フォームへの必要書類アップロードをもって報告手続

きは完了となります。 

 

参考 報告様式の提出方法 

「必須」マークのついている項目は全て入力して

ください。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1634641336221
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（３）報告書データ等のアップロードなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順１】 

報告書「別紙様式１」を参照の上、プルダウンリストよ

り該当するものを選択してください。 

 

【プルダウンリスト】 

１消費税の確定申告義務がない 

２簡易課税方式により申告している 

３公益法人（社会福祉法人等）で特定収入割合が５％を

超えている 

４補助対象経費に関わる消費税を個別対応方式におい

て「非課税売上にのみ要するもの」として申告している 

５補助対象経費は、人件費等の非課税仕入のみである 

６消費税を補助対象経費として申請していない 

７慰労金もしくは在宅サービス事業所による利用者へ

の再開支援への助成事業のみの申請である 

８上記のいずれにも該当せず、返還額が生じる 

【手順２】 

報告書は、全事業者さんからご提出いただく必要がござ

います。 

また、確定申告書の写しも「消費税の申告義務がない」

法人を除いてご提出いただくよう、お願いいたします。 

【手順３】 

「手順１」で「２、３、４、８」のいずれかを選んだ場

合は、確定申告書の添付書類の提出も必要です。 

入力フォーム上の説明文をご確認頂いた上で書類のご

提出をお願いします。 

【手順４】 

「いいえ」の場合、決算月を選択してください。 

【手順４】 

「いいえ」の場合、決算月を選択してください。 
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【手順５】 

内容を確認し、問題がなければ「はい」を押下してくだ

さい。「はい」を選択できない場合は、確認事項１及び２

について再度ご確認ください。 

【手順６】 

上記作業終了後、確実に「申込内容確認」ボタンを押下

してください。その後、内容確認ページに遷移しますの

で、確認後「申し込む」を選択してください。 
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（４）受付確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付完了画面 

 

受付完了メール 

 

提出が終わると上記画面が表示され、受付完了のメールが送信されます。ただし、入力したメールアドレスに

誤りがある場合、メールは届きませんが受付完了画面が表示されれば、提出は完了しています。 
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（１）確定申告書（一般用） 

 ア 第３-（１）号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 付表２-３ 

【参考項目２】 

 

 

報告書の作成には、確定申告書をお手元に用意いただく必要があります。以下では、報告書作成のために

確認が必要となる箇所について説明します。 

 

参考 確定申告の見方 

【チェック項目１】 

STEP３のうち、【1】及び【2】を記入するときの参考になります。 

令和２年度に属する確定申告の対象期間が二つある場合（決算〆

が３月末ではない場合）には、確定申告書を２対象期間分用意する

必要があります。 

【チェック項目２】 

STEP３のうち、（１）を選択する際の参考になります。 

個別対応方式に〇がついている場合⇒① 

一括比例配分方式に〇がついている場合⇒② 

全額控除に〇がついている場合⇒③ 

【参考項目１】 
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【参考項目３】 

 

【参考項目３】 

 

【チェック項目３】 

STEP３のうち、（２）を記入する際に必要な金額です。④を分子に

⑦を分母に入力いただきます。 

【チェック項目３】 

STEP３のうち、（２）を記入する際に必要な金額です。④を分子に

⑦を分母に入力いただきます。 
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（２）確定申告書（簡易課税用） 

 

【参考項目４】 

 

【参考項目４】 

 

【チェック項目５】 

！！！今後記入！！！！返還のない理由で扱う 

【チェック項目５】 

「簡」もしくは「簡易課税用」と記載の確定申告書を用いて申告し

ている場合には、STEP２の選択肢２を選択することができます。 


